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本日のご説明事項

Ⅰ 2016年度我が国ＰＰＰ/ＰＦＩをめぐる３大トピックス

Ⅱ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の優先的検討

Ⅲ 地方創生に向けたＰＰＰ/ＰＦＩの活用

Ⅳ 地域PPPプラットフォームとその動向

Ⅴ 公民連携が拓く新たな地域づくり



Ⅰ 2016年度我が国ＰＰＰ/ＰＦＩをめぐる３大トピックス

1 2014年度以降 ＰＦＩ事業年間件数 大幅増(復活？）
2013～2022年度(10年間）事業目標も21兆円に倍増

2 インフラ事業へのＰＰＰ/ＰＦＩの導入の更なる推進
コンセッション活用分野拡大（インフラ+文教施設等）

3 地方創生におけるＰＰＰ/ＰＦＩの活用に向けて
注目「地域プラットフォーム」 「優先検討の枠組み」

今、地域発ＰＰＰ/ＰＦＩへの取組に注目！
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2016年5月 PPP/PFI推進アクションプラン 公表



- 3 -（出典） 内閣府資料

≪参考≫ PPP/PFI推進アクションプラン（概要） 2016/5策定

Ⅰ 2016年度我が国ＰＰＰ/ＰＦＩをめぐる３大トピックス
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Ⅱ PPP/PFI手法導入の優先的検討

 「骨太の方針2015」（平成27年6月閣議決定）

「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先検討するよう促す仕組み構築」に言及

 「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針」

（平成27年12月 ＰＦＩ推進会議決定）

 「PPP/PFI手法導入優先的検討規定策定の手引」(平成28年3月 内閣府）

検討内容・プロセス

① ＰＰＰ/ＰＦＩ手法
導入検討開始

② 対象事業要件

（基本構想・計画

策定時、見直し時等）

③ 適切な手法選択 ⑥ ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入
対象 採用手法導入適切

対象外
④ 簡易

定量評価

有利
⑤ 詳細

定量評価

有利

PPP/PFI不採用（評価結果公表）

不利 不利

上記以外

対象事業主体 ： 国、地方公共団体（人口20万人以上）、公共法人（独法、公社等）
対 象 施 設 ： 公共施設等（利用料金が発生する施設や庁舎・宿舎、公営住宅、学校等）
対 象 事 業 ： 整備等（総事業費10億円以上、単年度事業費1億円以上で民活効果あり）

Ⅱ-1 背景と概要
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Ⅱ PPP/PFI手法導入の優先的検討

Ⅱ－2 事例：福岡市「官民協働事業への取組み方針」①
(１)策定背景(１)策定背景

課 題：PPPの対象事業、検討方法、事業手法の決定方法等につき
市としての統一的な考え方やルールが欠如

対 応：平成24年4月 福岡市としての、PPPに関する
「対象事業」「適用要件」「事業手法の選定基準」等を
取りまとめた 官民協働事業（PPP）への取組み方針 を策定

対 応：平成24年4月 福岡市としての、PPPに関する
「対象事業」「適用要件」「事業手法の選定基準」等を
取りまとめた 官民協働事業（PPP）への取組み方針 を策定

PPPロングリスト（活用可能性想定事業）・ショートリスト（活用検討予算化事業）公表

(２)位置づけ(２)位置づけ

PPP/PFI民間提案等ガイドブック

PPPガイドブック

官民協働事業取組み方針

（福岡市資料を基に作成）
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Ⅱ PPP/PFI手法導入の優先的検討

Ⅱ －2 事例：福岡市「官民協働事業への取組み方針」②

(３)対象事業(３)対象事業

一般建築物における設計・建設を含むPPP事業手法の導入

（福岡市資料を基に作成）

(４)適用要件(４)適用要件

 民間のノウハウ・資産の活用可能性がある
 一定の事業規模がある（施設整備費１０億円以上 管理運営費年間１億円以上）

(５)選定要件 （下記の全てに該当すればPPPで事業化）(５)選定要件 （下記の全てに該当すればPPPで事業化）

 VFMが０％以上ある
 民間企業の参画意向がある
 整備スケジュールに制約がない

〈PPPによる事業化のポイント〉
 総事業費縮減
 年次投資額の平準化
 運営面の魅力向上
 維持管理の効率化
 市有資産の有効活用
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Ⅱ PPP/PFI手法導入の優先的検討

Ⅱ －2 事例：福岡市「官民協働事業への取組み方針」③

(6)事業企画・手法検討・実施プロセスとの関係(6)事業企画・手法検討・実施プロセスとの関係

（福岡市資料を基に作成）

① 事業の発案

② 基本構想の策定

適用要件

③ 基本計画の策定

（建替、大規模改修等）

（必要機能、施設構成等）

（施設計画、事業計画、事業手法等）

（公募条件等）

④ 市政運営会議

⑤ 事業公募・選定

⑥ 事業化段階

（モニタリング等）

• 財政局による
事務所管局への
業務支援

• 庁内関係各局の職員や学識
経験者等からなる
「最適事業手法検討委員会」
による検討・助言

[PPPの検討対象とするか]

[最適事業手法は何か]

選定基準

支援
助言
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（１） [平27/6 閣議決定]

<Ⅱ． 地方創生の基本方針－地方創生の深化－>

 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法を通じ公共施設のマネジメントを最適化・集約化

（２） [平27/6 閣議決定]

 「ＰＰＰ/ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン」の事業規模目標の見直しと目標達成の
ための具体策の検討

（３） [平27/6 閣議決定]

「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」

「日本再興戦略」（改訂2015）」

「骨太の方針2015」

 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の開発・普及等を図る地域プラットフォームについて、全国的な体制整備を
計画的に推進し、地域の産学官金による連携強化、優良事例の全国への普及、地方公共
団体や民間の能力向上等を図る。
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重要課題：地域おけるPPP/ＰＦＩの普及・活用の推進

Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

Ⅲ-1 リージョナルＰＰＰの背景①（政策的視点）



（１） 地域への普及状況

 平28/3末 我が国ＰＦＩ事業累計件数 527件（うち地方公共団体発注は413件）

 ＰＦＩ事業は全国的に一定の普及をみるも、実施経験のある地方公共団体は１割程度

（２） 地域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ普及・活用上の課題

 活用対象となる事業自体の不足

 情報・ノウハウ・経験の不足

 工数・時間の不足

 事業の担い手となる（地域）民間企業の不足

 事業に知恵や資金を供給する（地域）金融機関の不足

 官民・市民等地域社会の認識・理解の不足

 事業を企画・立案、リード・コーディネートする人材・組織体の不足
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地域におけるＰＰＰ／ＰＦＩの更なる推進のためには、上記諸課題の解決に向けて、官・民・
金・学等地域の関係主体が、情報・認識を共有、連携活動する仕組みが必要

Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

Ⅲ-1 リージョナルＰＰＰの背景②（実務的視点）

 官・民・金における
情報・ノウハウが不足

 官民間の情報共有や
対話・提案の場が不足

 案件形成を担う
人材・機能が不足

「案件形成のための課題」
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我が国ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の発案は圧倒的「官主導」

↓

「民」や「金」の知見の活用、参画が望めない事業も発生

事業発案・形成段階から「官」のみならず「民」・「金」・「学」等
地域の多様な知恵・活力を結集することが重要

（望ましい事業発案・形成実現のポイント）

◦ 地域の課題を関係主体で共有

◦ 「官」におけるPPP／PFI導入検討の習慣化

◦ 「官」「民」「金」等関係主体が連携、情報交流する場

PPP／PFIに関する知見を高める場「プラットフォーム」の構築

◦ 民間提案に対する取り扱い明確化とインセンティブ付与

参画？

参画？

官

民

金

事業形成・実施

官

民
参画

参画

事業形成・実施

提案

知恵

連携

金

（参考事例）
◦ 福岡 PPPプラットフォームと九州PPPセンター
◦ 岡崎市 岡崎活性化本部
◦ 紫波町 PPPプロジェクト(オガール）
◦ 横浜市サウンディング調査

Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

Ⅲ-1 リージョナルＰＰＰの背景③(リージョナルPPP事業の形成）
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地域社会における
公共施設、公共インフラの老朽化

公共施設、公共インフラの再生
（再配置・再整備・統廃合等）

行政・民間・市民協働による
社会・地域（公共施設・公共インフラ等）マネジメント

〔PPP/PＦＩの活用〕

厳しさ増す
自治体財政

人口構造等社会環境や
市民ニーズの変化

Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

Ⅲ-2 公共施設等マネジメントとPPP/ＰＦＩの活用
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[まとめ] Regional PPP （R・PPP）の普及・活用に向けて

[大命題]
地域課題の解決 地域将来ビジョンの実現地域課題の解決 地域将来ビジョンの実現

[社会環境の変化]
人口減少・高齢化、財政事情の逼迫、市民ニーズの多様化 等々人口減少・高齢化、財政事情の逼迫、市民ニーズの多様化 等々

[取組みテーマ]

・インフラ老朽化対策
更新整備

・公共施設等
再編整備

・コンパクトシティ
・地域経済

活性化
・市民生活

利便性向上 等々

<手法開発>
インフラコンセッション
の推進

公共施設等コンセッ
ションへの展開

箱ものPFI・指定管理
者制度等の進化

[キーポイント]

地域創発のPPP/PFI
「 Regional PPP （R・PPP）」の

普及・活用

地域（PPP）プラットフォームの形成・活動

優先的検討の枠組み設定

高度専門知識等の提供

先導的案件の形成支援

<環境整備>
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（出典） 内閣府資料

Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

Ⅲ-3 地域PPP事例①：紫波中央駅前都市整備事業（オガールプロジェクト）



Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

紫波中央駅前都市整備事業（オガールプロジェクト）

岩手県フットボールセンター オガールベース

紫波町新庁舎 （出典） オガールプロジェクトHPより - 16 -
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・ 市・商工会議所・商店街・市民が一体となり、衰退した中心商店

街を再生した事例

・ 商工会議所・商店主らが、さびれた中心商店街に残っていた

「昭和」 という地域資源に着目。市の支援の下、昭和３０年代の

町並み、 商店街を再現

・ 「昭和ブーム」にのり、衰退商店街が一躍、年間２０万人以上が

訪れる人気スポットに

Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

Ⅲ-3 地域PPP事例② 豊後高田 「昭和の町」



昭和の町HP ・豊後高田市作成資料より - 18 -



- 19 -（出典） 内閣府資料

Ⅲ-3 地域PPP事例③：徳島県県営住宅集約化ＰＦＩ事業

Ⅲ.地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用
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Ⅲ 地方創生に向けたPPP/ＰＦＩ（リージョナルＰＰＰ）の活用

平成15年度 庁内で簡易施設白書作成
平成19年～20年度 公共施設マネジメント白書作成
平成15年度 庁内で簡易施設白書作成
平成19年～20年度 公共施設マネジメント白書作成

平成24年度 「公共施設再生計画基本方針」策定
（対策の3本柱、複合化・多機能化、PPP/PFI推進、条例制定）

平成24年度 「公共施設再生計画基本方針」策定
（対策の3本柱、複合化・多機能化、PPP/PFI推進、条例制定）

平成25年度 「公共施設再生計画」策定
平成26年度 「公共施設再生基本条例」制定
平成25年度 「公共施設再生計画」策定
平成26年度 「公共施設再生基本条例」制定

習志野市の公共施設マネジメント習志野市の公共施設マネジメント

Ⅲ-3 地域PPP事例④：習志野市公共施設マネジメント等

「スマートシュリンク」「スマートシュリンク」

3本柱 ①総量圧縮 ②長寿命化 ③財源確保

ステップⅠ：実態把握

ステップⅡ：対応策検討

ステップⅢ：具体的な実施計画立案

ステップⅣ：再生計画の実行（PPP/PFIの活用）

 新庁舎建設 [DB 平成26/10事業者決定]
 公共施設再生プラットフォーム （平成27年度～）
 大久保地区公共施設再生（生涯学習拠点+公園） [PFI 平成28年度事業者募集]

 新庁舎建設 [DB 平成26/10事業者決定]
 公共施設再生プラットフォーム （平成27年度～）
 大久保地区公共施設再生（生涯学習拠点+公園） [PFI 平成28年度事業者募集]
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 地域の企業、金融機関、地方自治体等が集
まりＰＰＰ/ＰＦＩ事業のノウハウ習得と案件形
成能力の向上を図り、具体の案件形成を目
指す。

<内閣府資料>

 地方公共団体及び民間事業者におけるノウハウ・情報の不足及び官民間での対話・提案
の場の不足等の現状を踏まえて、ＰＰＰ/ＰＦＩに関する情報・ノウハウの共有・習得、関係者
間の連携強化、具体的な案件形成を図るための産官学金の協議の場

<国交省資料>
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Ⅳ 地域PPPプラットフォームとその動向

Ⅳ-1 地域プラットフォームの概要①(イメージ）

 地域の関係主体「官」「民」「金」「学」「市民」等が地域の課題やビジョンを共有、その解決・
実現手段として、PPP/ＰＦＩにつき、認識・理解を深め、情報・ノウハウを習得するとともに、
事業の企画立案・実施に取組む「場」 そして新たな地域の価値を創造する「場」

<東洋大院・金谷ゼミ>

その他

地元企業

有識者
地域金融機関
PFI推進機構

地方自治体



（１） 役割・機能

① 期待される役割

地域におけるＰＰＰ／ＰＦＩ案件の形成・実施

② 基本的機能

 地域の関係主体によるＰＰＰ／ＰＦＩに係る「理解の醸成、情報ノウハウの習得の場」

 地域の関係主体相互のＰＰＰ／ＰＦＩに係る「情報共有や対話・提案等連携の場」

 地域の関係主体相互の「ネットワーク構築の場」

（２） 構成主体

地方公共団体 ／ （地域）民間事業者 ／ 地域金融機関 ／ 大学 ／ 市民 等

（３） 主導主体
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Ⅳ-1 地域プラットフォームの概要②（構成・機能 等）

 地方公共団体主導

 大学主導

 民間企業主導

 その他（官民協働 等）

 金融機関主導

Ⅳ 地域PPPプラットフォームとその動向



[概要] 福岡市が、地場企業のＰＰＰに関する≪ノウハウ習得≫と事業参画に向けた≪競争力強化≫を
図るため、公共建築物の整備・運営に関連する福岡市内に本店を置く企業が、
福岡市と対等の立場で参加、

① 企画提案力や事業遂行力の向上
② ネットワークの形成
③ 個別事業に関する情報交流

等に資するセミナーなどを継続的に展開する「常設の官民対話の場」として設置（平成23年）

[目的] 地場企業から優れた事業提案がなされ、市が発注するＰＰＰ事業の受注と事業展開が円滑に
実現することを目指す

福岡市

建設会社

設備・管理会社

金融機関

設計会社

[ 企画・運営]

九州ＰＰＰセンター

ステップⅠ 基礎知識醸成

ステップⅡ 事業ノウハウ修得

ステップⅢ 事業参画への
活動本格化

「官民の個別対話」
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Ⅳ－2 地域プラットフォーム事例①（福岡ＰＰＰプラットフォーム）

Ⅳ 地域PPPプラットフォームとその動向



（１） 概要

<設 立> 平成24年10月

<形 態> 株式会社産学連携機構九州（九州大学100％出資）の事業部門

<人 員> センター長は谷口九大教授

スタッフは福岡市、福岡銀行、西日本シティ銀行からの出向・派遣

（２） 目的

九州・福岡におけるＰＰＰの専門拠点として、地域のＰＰＰ事業への民間・行政双方の取組みを支
援するため設置。「福岡ＰＰＰプラットフォーム」の発展型

（３） 構成<会員制> （平成27年12月現在）

産学連携機構九州、九州経済局、九州・沖縄の地方公共団体（37）、民間企業（29）、

金融・証券（5） （会員登録は地域要件なし）

（４） 活動内容

<特 色> ①地域密着型活動 ②官民パートナーシップ構築支援 ③人材育成と地域経済活性化

<活 動> ① 情報提供 ② 人材育成（セミナー等） ③ 交流（交流会等） ④ 調査研究（視察等）
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Ⅳ－2 地域プラットフォーム事例②（九州ＰＰＰセンター）

Ⅳ 地域PPPプラットフォームとその動向



横浜市共創推進室（平成20年共創推進室本部として設置）による広範多様な公民連携による取組み

（１） サウンディング調査

市が企画中のＰＰＰ事業につき、公募により民間ヒアリングを実施。事業スキーム等に反映

<サウンディング調査フロー>

<特 色>

① 公式な公民連携による案件形成の機会

② 機動的かつ簡便な民間提案誘導

③ 民間企業等へのＰＰＰ事業計画周知

（２） 共創フロント ⇒ 民間から市への公民連携に関する相談・提案受付窓口。各部局に橋渡し。

（３） 共創フォーラム ⇒ 地域社会の課題をテーマにした公民交流の場（民間企業多数参加）
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Ⅳ－2 地域プラットフォーム事例③（横浜市サウンディング調査等）

検討開始 ― [対話１] ― ＰＰＰ事業スキーム等作成 公募要項作成 事業者公募― [対話２] ―

―実施準備 実施公表・公募 ― 事前説明 ― 対話実施 ― 結果公表 ―
スキーム等作成

事業者公募

―

Ⅳ 地域PPPプラットフォームとその動向



（１） ブロックプラットフォーム≪所管：国交省≫

 27年度、全国９ブロックごと（地方整備局単位）に、プラットフォーム（協議体）を設立

 メンバー ： 各ブロックの地方公共団体、民間事業者、地域金融機関。座長は学識者

 活動 ： 各地域の案件形成機能強化に向け、情報交流、ネットワーク構築、先導的事例の
共有等

（２）地域レベル 地域プラットフォーム（Ａ）≪所管：内閣府≫

 27年度～ 地域ＰＦの形成に取組もうとする地方公共団体等の活動を公募支援。

 27年度： 習志野市、浜松市、神戸市、岡山市、福岡市

 28年度： 盛岡市、富山市、福井銀行、岡山市、佐世保市

 活動： 地域におけるＰＰＰ/ＰＦＩ対応力強化、ネットワーク構築等による案件形成能力向
上

（３）地域レベル 地域プラットフォーム（Ｂ）≪所管：国交省≫

 27年度～ 地域での官民金等による具体的案件形成を玉ベースで支援

 地域におけるＰＰＰ/ＰＦＩ知識の習得、具体的案件の組成支援 等
- 27-

Ⅳ 地域ＰＰＰプラットフォームとその動向

Ⅳ－2 地域ＰＰＰプラットフォーム事例④（内閣府・国交省の取組）



（１） あしぎんＰＦＩ塾

 足利銀行が、栃木県によるＰＦＩ事業実施に向け、地域企業育成のため平成27年開始

 メンバー ： 足利銀行取引先企業、栃木県、（あしぎん総合研究所主催、日経研後援）

 活動 ： 実践セミナー（5回実施）

（２） ふくしまＰＰＰ／ＰＦＩ研究会

 東邦銀行が、福島県下の地方公共団体及び民間事業者の育成を目的に平成26年開始

 メンバー ： 福島県、県下地方公共団体、民間事業者、東邦銀行

 活動 ： セミナー及び官民金交流ワークショップ

（３） 七十七まちづくりカレッジ（七十七銀、内閣府、ＤＢＪ主催） 平成26年度～県下市町村参加

（４） 滋賀大学 滋賀銀行連携 淡海公民連携研究フォーラム（内閣府 ＤＢＪ 日経研支援）

（５） 九州ＦＧ ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム（肥後銀・鹿児島銀主導、東洋大・ＤＢＪ・日経研支援）

（６） 福井銀行 ふくい地域プラットフォーム（内閣府 北陸財務局 ＤＢＪ 日経研支援）
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Ⅳ 地域ＰＰＰプラットフォームとその動向

Ⅳ－2 地域ＰＰＰプラットフォーム事例⑤（地域金融機関主導）



 地域（ＰＰＰ）プラットフォームの「設立の背景・目的」「構成」「対象エリア」「活動内容」等は多様

 各地域（ＰＰＰ）プラットフォームの性格を規定する重要な要素は「主導主体」及び「取組みテーマ」
（但し、「主導主体」「取組みテーマ」等、地域（ＰＰＰ）プラットフォームの性格は、時間経過と共に
変化する可能性あり）

 地方公共団体主導の地域（ＰＰＰ）プラットフォームでは、民間企業を育成しつつ、案件形成に至る
可能性あり。
（但し、地方公共団体の明確なＰＰＰ活用戦略の下、プラットフォームの精力的活動が必要）

 民間主導の地域（ＰＰＰ）プラットフォームでは、地方公共団体の関与や活動の持続が課題

 金融機関主導の地域（ＰＰＰ）プラットフォームでは、官・民の参画を得て設立後、案件形成等具体
的活動への展開が課題

Ⅳ－2 地域プラットフォーム事例 <まとめ>

「福岡ＰＰＰプラットフォーム」は、注目すべき先進事例ではあるが、その単純な横展開はＮG！

Ⅳ 地域PPPプラットフォームとその動向
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従来型PFI事業
（施設整備中心型等）

社会基盤づくりPPP/PFI
（インフラ）

課題解決PPP/PFI
（公有地活用、機能複合化等）

地域密着PPP/PFI
（公共施設マネジメント、
公共サービス包括化等）

震災復興PPP/PFI

（コンセッション活用）

（地域の総合戦略）

①[ニーズの多様化]

財政負担削減
↓

インフラ老朽化
維持・管理効率化

地域経済活性化 等

②[手法の多様化]

PFI
↓

PPP/PFI

③[プレイヤーの多様化]

官＋（民）
↓

官・民・金・学・市民協働

④[活動ステージの多様化]

事業企画・立案
↑

事業計画作成
事業実施

Ⅴ 公民連携が拓く新たな地域づくり

Ⅴ－1 PPP／ＰＦＩの新展開

R
E
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I
O
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P
・
P
F
I
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金融機関は単なる融資者にとどまらず、より能動的に事業に参画、多様な役割を担う

■ 資金供給者（リスクマネーも） ■ 事業の企画立案・形成における参画・支援

■ 事業リスクの分析 一部対応 ■ 事業評価の実施

■ 公共－民間 民間－民間 等 関係主体のコーディネート 等

■ 事業実施段階における経営・財務モニタリング

◎ 事業企画力 ◎ 事業提案力 ○ 当該事業に係る技術力

○ 事業遂行力 ○ 経営持続力 ○ 資金調達力

◎ ネットワーク構築力 等 ⇒ [要するに総合力が必要]

但し、これらは代表企業を中心にコンソーシアム全体で具備すれば良い！

明確な事業参画目的のもと、迅速かつ柔軟に取組むことが重要明確な事業参画目的のもと、迅速かつ柔軟に取組むことが重要

＜必要な能力・機能＞ ◎ 印は特に地域企業に期待される能力

Ⅴ 公民連携が拓く新たな地域づくり

Ⅴ－2 金融機関に期待される役割

Ⅴ－3 民間事業者に求められる能力・取組み視点


